
別紙

１　総括
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 ％ ％

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１ 普通会計決算に基づく数値のため、特別会計（公共下水道事業特別会計（３人）、農業集落排水事業特別会計（１人）、国民健康保険特別会計（５人）、老人保

健特別会計（１人）および介護保険特別会計（６人））に係る職員数および給与費は含まれていない。また、町長・副町長・教育長の給与費も含まれていない。

　　　２ 「職員手当」には退職手当は含まれていない。

　　　３ 「職員数」は平成１９年４月１日現在の一般職員数である。

　　　４ 「給与費」および「一人当たりの給与費」について、地方財政状況調査に基づくため一般職員ではない臨時職員（１３人）の給与も含まれている。そのため、一般

職員１４０人における「給与費」および「一人当たりの給与費」を（ ）書きとした。

　　　５ 「類似団体平均一人当たり給与費」とは、人口規模、産業構造が類似している団体の給与費を単純平均したものである。

 (3) 特記事項
○平成１９年度から管理職手当の支給を定率制から定額制とし、当分の間支給額の抑制を行っている。
○課長：27,000円、課長補佐：21,800円　（本来の支給額　課長：49,900円、課長補佐：39,700円）

 (4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ 「ラスパイレス指数」とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

　　　２ 「類似団体平均」とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　 　

（５）給与改定の状況
益子町では、人事委員会を設置していないため記載事項なし。

益子町の給与・定員管理等について

区分

１９年度

歳出額（Ａ）

6,345,423

実質収支

302,839

住民基本台帳人口

（１９年度末）

25,220

人件費（Ｂ）

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

給　　　　　与　　　　　費

1,356,718

（参考）
１８年度の人件費率

21.0

Ｂ／Ａ
人件費率

21.4

69,630
(69,628) (221,252)

224,784 6,173
(5,986)

１９年度

職員数（Ａ）

140

区分
一人当たり

給与費　Ｂ／Ａ

569,826
(547,208)

5,919

（参考）類似団体
平均一人当たり

給与費

864,240
(838,088)

計（Ｂ）

(H15)
98.4 (H15)

97.0 (H15)
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(H20)
94.2

(H20)
97.9

80

85
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95

100

105

益子町 類似団体平均 全国町村平均
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２０年４月１日現在）
　　①一般行政職

②税務職

③看護・保健職

　　

④技能労務職

（注）１ 「平均給料月額」とは、平成２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの４月に支給されたすべての諸手当の額を合計したものであり、

地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　３ 「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当などの手当が含まれていないことから、比較のため国家公務

員と同じベース（給料＋扶養手当＋住居手当＋管理職手当。なお、益子町では支給していない地域手当、単身赴任手当、寒冷地手当、特地勤務手当および初

任給調整手当も加算の対象となっている)で再計算したものである。

　　　４ 「平均年齢」は、１０進法による表記である。

　　　５ ②税務職、③看護・保健職の栃木県データは公表されていない。また、薬剤師・医療技術職（管理栄養士）およびその他の教育職に属する職員については、県、

国および類似団体のデータがないため掲載を割愛した。

　　　６ 技能労務職の表における注意点

①民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（平成１７～１９年の３カ年の平均）。

②技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

③年収ベースの「公務員（Ｃ）」および「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額（（Ａ）および（Ｂ））を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給さ

③れた期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

 （2) 職員の初任給の状況（平成２０年４月１日現在）

国

区　　分

益子町
栃木県

国
類似団体

区　　分

益子町

栃木県
国

類似団体

栃木県

類似団体

区　　分

益子町

448,758 円

319,283 円 歳
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年齢

262,511

370,678

調理士
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円
343,233

円

（国ベース）

歳 円

348,726

公　　務　　員

321,089
円

－

46.4

円

円

－
－

322,635

国
類似団体

うち学校給食員
うち自動車運転手

49.4 歳

うちその他
栃木県

48.9

49.1 歳
55.4

272,929
人

民間（D)

円
円

円－

円

円

円
－ 円

円

308,364

137,200
129,200

高校卒

324,800

1.66

－
1.49

益子町

歳

参考

140,100

人

3,518,700

－

144,500
178,800

益子町
うち学校給食員

5,318,014

5,373,964

5,225,544

5,838,663 円
円

3,523,300

円 円

129,200
140,100

円

円

325,113
329,29443.6 歳

41.1 歳 円 －

359,435 円
438,928 円

円

円
円

国

平均
年齢

42.0
44.3

平均給料
月額

331,474
364,563

歳
歳

平均給与
月額

円

－

172,200
140,100 円

－

栃木県
161,600 円

円
円

円
円

技能労務職
中学卒

円 －うちその他

円

大学卒
一般行政職

区　　分

高校卒

平均
年齢

人
人

－ 円
42.5

平均給料
月額

305,783

－ 歳

382,808 363,049 円

平均給与月額

（国ベース）

円387,506

348,189 円
393,510 円

公務員（C)

歳

平均
年齢

平均給料
月額

平均給与月額

円
歳

歳

円

円

－
－

円
円

309,300
人

益子町

322,067

人

9
501

52.9 歳
歳

円
310,256

317,578
－

45.6311,950 円
円326,509 － 円

260,000 円

39.9

330,54540.0

歳 314,529

歳

円
－

372,007
円

－

円 円

平均給与
月額（A)

円 －
円

－ 歳

歳
－ 歳
－

平均給与月額

（国ベース）

平均
年齢

平均給料
月額

円

平均給与
月額

平均給与月額

（国ベース）

円 329,400

34.3 歳 254,733

平均給与
月額

382,214 円 －

円 266,711

302,929

－ 歳 －
37.8 歳 284,331 円

円 －

円 339,073298,609

52.0 歳

41.1

職員数

18

歳

区　　分

円

23

円

6
3

円人

年収ベース（試算値）の比較
C／D

A／B

参考

－
1.22
1.38
－
－

－

－

257,90058.7 歳
－ －

平均給与
月額（B)

民　　　　　間

対応する民間
の類似職種

4,784 －

316,189円 －円
371,838

円285,603円
284,679 円 － 円

293,007
320,623

円

円 －

円 355,994 円 円

区　　分

円
円

うち自動車運転手

円
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 （3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２０年４月１日現在）

（注）１ 近似のデータがない場合は空白となっている。

　　　２ 一般行政職（大学卒）において「経験年数１５年」の職員は経験年数１４年、「経験年数１０年」の職員は経験年数１１年の、技能労務職（高校卒）において「経験年

数２０年」の職員は経験年数２１年のデータとなっている。

３　一般行政職の級別職員数等の状況
 （1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２０年４月１日現在）

（注）１ 益子町一般職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による、地方公務員実態調査でいうところの一般行政職員のみの職員数である。

　　　２ 「標準的な職務内容」とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注） 平成１８年度に８級制から６級制に変更している（旧給料表の１級および２級、ならびに４級および５級をそれぞれ統合）。

 （2) 昇給への勤務成績の反映状況
　益子町では、地方公務員法第４０条第１項の規定に基づき、平成１３年４月に「益子町職員勤務評定要綱」を定めた。職員の能力開発、指
導育成、人事考課および昇給などに主眼をおき運用してきた。平成１８年度の給与構造改革では昇給・勤勉手当に勤務実績を反映するよ
う求めているところから、これまでの勤務評定制度を発展させた新たな勤務評定制度を平成２０年度から運用開始した。平成２０年度につい
ては試行期間とし、昇給への反映は本格運用となる平成２１年度評価から（反映：平成２２年４月）。

区　分

６級

５級

４級

１級

３級

２級

8.9

円

職員数（人） 構成比（％）

－ 円

参考：技能労務職を除いた全職種

円

10.4

26.9

６級
８級

9.7

38

36

28.4

11.112

11

29.6

合計

10.2

構成比（％）

100

15.7

9.3

100

５級

134

４級３級

－

一般行政職

14

2112.0

13主幹・課長補佐・室長補佐

12

27.8

７級

技能労務職

円高校卒 － 円
円

円 －

平成１８年度から
５級

円

経験年数２０年

中学卒

270,100
－円

352,800
317,800
259,200

円

30副主幹・係長・主査

区　　分 経験年数１０年 経験年数１５年
大学卒 270,100 円 299,600 円

10

係長・主査・主任

主任

主事・技師・主事補・技師補

32

108

２級

13

１級
１級

２級平成１７年度以前 ３級 ６級４級

標準的な職務内容

課長・室長・主幹

職員数（人）

高校卒 －

0.8%11.5%12.0% 10.0%

8.9%9.3%
16.8%

28.3%29.6%
12.6%

30.1%27.8%

11.8%

10.6%11.1%

25.2%

10.6%10.2%

７級
11.8%

８級
10.9%

0%

10%

20%
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60%

70%

80%

90%

100%

平成２０年の構成比 １年前の構成比
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（１５年）
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４　職員の手当の状況
 （1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円
（１９年度支給割合） （１９年度支給割合） （１９年度支給割合）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　　　５～１５％ ・役職加算　　　５～２０％ ・役職加算　　　５～２０％
・管理職加算　１５～２２％ ・管理職加算　１０～２５％

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）
　益子町では、地方公務員法第４０条第１項の規定に基づき、平成１３年４月に「益子町職員勤務評定要綱」を定めた。職員の能力開発、指
導育成、人事考課および昇給などに主眼をおき運用するとしてきたところから、勤勉手当には反映させていなかった。平成１８年度の給与構
造改革では昇給・勤勉手当に勤務実績を反映するよう求めているところから、これまでの勤務評定制度を発展させた新たな勤務評定制度を
平成２０年度から運用開始した。なお、勤務評定時期（１～２月）と勤勉手当支給月（６・１２月）にタイムラグがあることから、勤勉手当への反
映についてはさらに検討していく。

（2) 退職手当（平成２０年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
○その他の加算措置 ○その他の加算措置 ○その他の加算措置

定年前早期退職特例措置(２～２０％加算) 定年前早期退職特例措置(２～２０％加算) 定年前早期退職特例措置(２～２０％加算)
○退職時特別昇給　　なし
○１人当たり平均支給額 ○１人当たり平均支給額(教育・警察職以外)

千円 千円 千円 千円
（注） 「退職手当の１人当たり平均支給額」は、平成１９年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当
益子町では、地域手当の支給対象地域ではないため支給実績なし。

 (4) 特殊勤務手当（平成２０年４月１日現在）

（注） 上記３つの特殊勤務手当については、平成１９年度の支給実績なし。

 (5) 時間外勤務手当

59.28 59.28

1,545 27,381

59.28 59.28

国

23.50 30.55
33.50 41.34
47.50 59.28

益子町 栃木県

23.50 30.55
33.50 41.34
47.50 59.28

6,512 26,572

33.50
47.50
59.28

30.55
41.34
59.28
59.28

手当の種類（手当数）
主な支給対象職員

感染症の患者に対する医療に関する法律に規定
する作業に従事した職員

手当の名称

23.50

支給実績（平成１９年度決算）
支給職員１人当たり平均支給年額（平成１９年度決算）

13,777 千円
107 千円

0

左記職員に対する支給単価

日額　１，０００円

１体　３，０００円

主な支給対象業務

死体収容業務

感染症の予防業務

3

円
千円0

0
％

１月　１，５００円

１．５０ 月分
1.6 月分 0.75

３．０
1.6 月分

月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

期末手当 勤勉手当
３．０ 月分 １．５０

1.6 0.75 月分 0.75

職制上の段階、職務の級等による加算措置

３．０

109 千円

町税の賦課および徴収に関する事務に従事した
職員（現在は支給を凍結中）

税務事務

14,718 千円
職員１人当たり平均支給年額

支給実績
区分 １８年度決算額１９年度決算額

月分
月分

国

期末手当 勤勉手当

益子町

期末手当

栃木県

－
１人当たり平均支給額（１９年度）

1,580

行旅病等死体収容に従事した職員

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成１９年度）

１人当たり平均支給額（１９年度）
1,961

月分

勤勉手当
月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

１．５０
月分

月分
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 (6) その他の手当（平成２０年４月１日現在）

○配偶者がいる場合

○配偶者がいない場合

○加算措置

○持ち家の場合

○借家の場合

５　特別職の報酬等の状況（平成２０年４月１日現在）

町長
副町長
議長
副議長
議員
町長 （１９年度支給割合）
副町長 ３．３５月分
議長 （１９年度支給割合）
副議長 ３．３５月分
議員

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）
町長 給料月額×在職月数×５５０／１００÷１２ 任期毎
副町長 給料月額×在職月数×３３０／１００÷１２ 任期毎
備考

（注）１ 特別職における給料および報酬について、平成１７年４月１日から支給の抑制措置を行っている。給料および報酬の（　）内は、抑制措置を行う前の条例上の支

給金額である。                         

　　　２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。                  

内容及び支給単価

千円 13,188 円

340,000 円／ 192,600 円

千円 8,100 円

7,613 千円

41

千円 70,751 円

292,800 円

千円 225,801 円18,742

円4,007 千円 210,906

支給実績
（１９年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額

（１９年度決算）

国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

452,000

14,850,000
7,246,800

扶養手当

手　当　名

日直手当

通勤距離（片道２㎞以上）区分に応じ支給
　　3,000～21,000円　など
管理職員（課長・課長補佐級）に対し支給（平成１
９年度から定額支給とし、当分の間、支給額を抑
制）
・課長課長：49,900円 → 27,000円
・主幹主幹：45,700円 → 22,900円
・課長補佐：39,700円 → 21,800円
週休日等の緊急必要時等における勤務に対し支
給　5,000～6,000円
週休日等における日直勤務に対し支給　4,200円
（年末年始 8,400円）

通勤手当

管理職手当

管理職員特別勤務
手当

住居手当

768,000

同

・新築または購入の日から５年を経過するまで
　　2,500円

・家賃23,000円以下
　　家賃額－12,000円
・家賃23,000超～55,000円未満
　　（家賃額－23,000円）×1/2＋11,000円
・家賃55,000円以上
　　27,000円

区分

675,000

退
職
手
当

給
料

報
酬

期
末
手
当

549,000
315,000
261,000

(255,000) 円230,000
円

円

円
円

372,000

円

（参考）類似団体における最高／最低額

213,300
円

円

(350,000)
(591,000)
(727,000)

同

同

同

931,000

給料月額等

円514,000円／

・満１６歳到達年度の４月から満２２歳到達後の３
・月までの子１人につき、5,000円を加算

同

9,622

・扶養親族である配偶者　13,000円
・子、父母など　扶養親族１人につき 6,500円

・扶養親族１人目　11,000円
・２人目以降　6,500円

同

円円／
275,000

円／ 461,000

1,319

円／ 円
(290,000)
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６　職員数の状況
 （1) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

区分
部門

人口１万人当たりの職員数
（類似団体の人口１万人当たりの職員数

人口１万人当たりの職員数
（類似団体の人口１万人当たりの職員数

＜参考＞
人口１万人当たりの職員数　　　　

（注）１ 「職員数」は地方公共団体定員管理調査に基づくものであるため、一般職に属する教育長は含めているが、派遣職員（給与の支給が派遣先である者のみ）は含

めていない（平成１９年度まで芳賀中部上水道企業団に１人派遣）。

　　　２ [     ]内は、条例定数の合計である。

　　　３ 「人口１万人当たりの職員数」の基礎となる人口は、平成２０年３月３１日現在の住民基本台帳人口（25,220人）である。

 （2) 年齢別職員構成の状況（各年４月１日現在）

　

（注） この表における職員数は、教育長および派遣職員を除いた一般職員数となっている。

 (3) 定員管理の数値目標及び進捗状況
①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

（注） 「職員数」の扱いは６（１）と同じ。６（３）②も同じ。

（参考）益子集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

終　期
平成22年3月31日

人
14

％
8.3

計画期間
数値目標

１４人（純減率８．３％）の職員削減
始　期

平成17年4月1日

168
人

平成17年4月1日

人
13

平成22年4月1日

人

純減数

計

人
152

人

60歳
以上

人

25

16

52歳
～

56歳
～

59歳39歳

人

～

47歳
人

17 14

51歳
人

人

２０年

５年前
（１５年）

28歳
～

31歳
人

17
人人

人）

15

参
考

54.32

0

-3

39.65
66.68

参
考

人

人

43歳

10
人

2421

55歳
人

主な増減理由

小学校の統廃・給食センター事務分担見直し・退職者不補充に伴う減

人
人）

人
84.71

0
14

普
通
会
計
部
門

37

13

平成２０年

40

14
13

11

101

11

03
事務分担の見直しに伴う減

3
2928

税務

職員数

総務

平成１９年
議会

-1

0

計

教育部門

-4

-1

一
般
行
政
部
門

農林水産
商工

100

48歳

[　0　］

32歳 36歳 44歳

[　205　］

11

5

20歳
未満

137

5

11

小計

15

人

下水道

～

12
4

157

16

区分
35歳

169
人 人

155

公
営
企
業
等

会
計
部
門

3

人
5

小　計

27歳23歳
人

人
16

合　　計

職員数

918

～～

4 19

職員数

12
人

13 26
人

0

人人
16

25

下水道事業の工事減少に伴う減
後期高齢者医療広域連合への派遣に伴う増

0

人

純減率

～
24歳

1

土木
民生
衛生

その他

153
[　205　］

人

16

20歳

13

141

60.67

～

対前年
増減数

0

-1

0

～
40歳

-4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

20
歳未

満

20
～23

歳

24
～27

歳

28
～31

歳

32
～35

歳

36
～39

歳

40
～43

歳

44
～47

歳

48
～51

歳

52
～55

歳

56
～59

歳

60
歳以

上

２０年の構成比

５年前（１５年）の構成比

%
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②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要（各年４月１日現在）
区分

部門

（注）１ 計画期間は、平成１７年～２１年の５年間である。

　　　２ （　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

　　　３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降現年までの職員増減数の累計を示す。

　　　４ 「２０年３年目」までについては実績値、「２１年４年目」以降（網掛け部分）は目標数値となっている。

公営企業

２０年
２年目

1

155
-14

39
-7
17

-8

（参考）
数値目標

99

-16（114.3％）
―

―
-9（128.6％）

―
0（0％）

―
-7（87.5％）

１７～２０年
計３年目 ４年目

0

１７年 １８年 １９年

107

-2

-2
40
-2

16

101
１年目

-4
46 42

計画始期

37

-6

-4

16 18

計

職員数 103

153

16

-4-6

2

169 163 157

0

0
17
0

-13

1

102

155

0

156

17

37 37
-3

100
2

２１年 ２２年

102
計画完成時

-1増減

職員数
増減

一般行政

教　育

等会計

職員数
増減

職員数
増減
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